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大豆の国際需給と日本の自給

〔要　　　旨〕

１　国際的な大豆需給は，米州大陸による独占的大量生産・輸出と日中韓の東アジアおよび
EUによる輸入という構造をもっている。この中では米州から中国へ向かうルートが最大
で，穀物メジャーの介在度が大きい。この生産，輸出入構造は，主に80年代中盤以降のブ
ラジル，アルゼンチンによる生産，輸出と，自給をあきらめた中国による輸入の急拡大に
よってもたらされた。

２　大豆，大豆油，大豆粕を加えた大豆製品全体で見ると，日中韓の東アジア３ヶ国で世界
輸入量の43％を占めており，大規模生産による低価格性や，大豆が湿潤を嫌うこと等にお
いて一定の国際分業が成立している。東アジアでは大豆は大豆油原料だけでなく，豆腐，
味噌・醤油等食用の大豆加工品原料となることから，GM大豆の問題もこのことを抜きに
は考えられないことにも留意する必要がある。

３　日本の輸入量は400万トンで世界輸入量の５％強を占め，大豆粕を含む大豆換算輸入量
は600万トン強で世界輸入量の５％弱を占める。大豆と大豆粕の輸入関税は無税で，大豆
油には13.2円／kg（従価税換算10.7％相当）の関税をかけて国内搾油産業を保護している。
輸入量の増大に対応して大豆自給率は順次低下していき，現在では6.5％（食品用でも21％）
と極めて低い水準にまでに至った。

４　作付面積は，米政策改革（04年度から）において適地適作化を促進する産地作り交付金
制度を受けた転作が定着したこともあり，近年では堅調に推移している（08年では12万ha）。
生産量は北海道，北九州，東北，北陸，中部で多く，品質（等級）では北陸で低いのが特
徴的である。

５　大豆の価格は93年以降収穫量の増加と輸入品との競合によって長期的に低下傾向にある
なかで，10ａ当たり粗収益の低下スピードは生産費のそれを上回っており，農家所得はこ
とに都府県で大きく減少してきている。都府県平均の所得が黄・緑ゲタ加算後でも赤字と
なることの主要因は，単収の低さにあるものと考えられる。

６　搾油用大豆生産の国際分業は一定の前提であり，分散と海外投資による調達先の安定化
が必要である。国内食品用大豆生産に関しては，①一定の自給率の維持・拡大，②non-
GM大豆の安定的確保，③構築済みの各地域の生産体制の維持のため，引き続き政策的な
補助のもとにその生産量を維持・拡大していく必要があろう。また，国内の搾油産業が大
豆油関税で保護され，大豆油，大豆粕の自給に貢献しているのを維持することが重要であ
る。
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2007年からエネルギーと穀物・油糧種子

の価格が高騰して世界を揺るがした。しか

し，米国発のサブプライム問題による金融

危機によって08年秋から低下に向かい，09

年春から主に南米の有力産地であるアルゼ

ンチンの干ばつ予想で大豆が反転し，米国

産トウモロコシも降雨による作付遅延を材

料に上昇基調となった後，夏を境に，米国

農務省による09／10年度の豊作予想等によ

って調整局面入りした。

いずれにしろ，穀物価格は，振幅を広げ

つつ，過去数十年に及ぶ低位安定から１段

高いところへシフトアップしたと言われて

いる。

菜種油とともに国内植物油脂需要の1／3

を占める大豆油も，原料の大宗を輸入に頼

る大豆加工品も，配合飼料原料の一部とな

る大豆粕（大豆ミール）も，輸入（原料）

価格の上昇を受けて07年以降値上げが行わ

れ，07年，08年と国内企業物価も上昇した

（納豆を除く）。

当然のことながら，日本の大豆需給は大

きく世界とつながっており，その構造や動

向を踏まえた上で国内対策を検討する必要

がある。

本稿では，国際大豆需給を概観した上で，

国内における大豆の需給・生産動向を整理

し，大豆の安定的な調達に必要となる課題

について検討することとしたい。

（１） 生産・輸出入の概要

国際的な大豆需給は，米州大陸の独占的

大量生産・輸出と日中韓およびEUの輸入

という構造をもっている。この中では米州

から中国へ向かうルートが最大で，穀物メ
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ジャーの介在度が大きい。
（注１）

世界的に見れば，大豆の生産量の91％は，

大豆油とその搾りかす製品である大豆粕の

原料として用いられ，残りの９％が種子・

その他となっている（07年，USDA）。

大豆の主たる生産国は，米国，ブラジル，

アルゼンチン，中国であり，基本的には生

産国内で搾油され，自国内搾油需要を超え

る部分が輸出される（第１表）。自国内で

の搾油需要量を超えて大豆生産を行ってい

るのは，米国，ブラジル，アルゼンチンで

あり，国内搾油需要量の約1／3しか大豆を

生産していない中国は，２位のEU（27ヶ

国，1,512万トン），３位の日本（401万トン）

ともども主要な大豆輸入国であり，世界輸

入量の48％（3,782万トン）を輸入している。

９，３３０ 
６，１６０ 
６，６３０ 
７，０５０ 
１，４６０ 
２，６７０ 
４，２４０ 
３７，５４０ 

３８，３２０ 
２４，８９０ 
２７，０７０ 
３１，２８０ 
２，２４８ 
１１，７２０ 
２２，９４２ 
１５８，４７０ 

資料　ＵＳＤＡ“Ｗｏｒｌｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｓｕｐｐｌｙ ａｎｄ Ｄｅｍａｎｄ Ｅｓｔｉｍａｔｅｓ Ｊｕｎｅ ２００９”, 
ＦＡＳ ＰＳＤ ｏｎｌｉｎｅから作成  

（注）１　年度は各国穀物年度（米国は９月～翌８月）。ブラジル, アルゼンチンは１０月～翌９月に
調整。      
２　このため需給量, 輸出入量はそれぞれ一致しない。     

搾油による生産物 

大豆油 大豆粕 

大豆油需給表 
（省略） 

大豆粕需給表 
（省略） 

２３，８４０ 
２８，８９０ 
１１，５９０ 
△２５，５２０ 
△２，６６０ 
△１４，１５０ 
△２，６８０ 
１９，３１０ 

③＝①－② 
搾油後残余 

２７０ 
１５０ 
２，９５０ 
３７，８２０ 
４，０１０ 
１５，１２０ 
１７，８４０ 
７８，１６０ 

④ 
輸入 

２４，１１０ 
２９，０４０ 
１４，５４０ 
１２，３００ 
１，３５０ 
９７０ 

１５，１６０ 
９７，４７０ 

⑤＝③＋④ 
計 

７，４９０ 
△３，６８０ 
△７００ 

△１１，８５０ 
△１，３４０ 
△９３０ 
△６，８５０ 
△１７，８６０ 

⑥種子･その 
他, 在庫取崩 

３１，６００ 
２５，３６０ 
１３，８４０ 
４５０ 
１０ 
４０ 

８，３１０ 
７９，６１０ 

⑦＝⑤＋⑥ 
輸出 

（単位　千トン） 

供
給 

需
要 

期
末
在
庫 

① 
生産 

② 
搾油 

米国 
ブラジル 
アルゼンチン 
中国 
その他 
計 

 

 

米国 
ブラジル 
アルゼンチン 
中国 
日本 
EU 
その他 
計 

種子･その他 

 

 

米国 
ブラジル 
アルゼンチン 
中国  
その他  

合計 

第1表　世界の大豆需給表（０７年)

７２，８６０ 
６１，０００ 
４６，２００ 
１４，０００ 
２７，１２０ 
２２１，１８０ 

７８，１６０ 

３６２，２３０ 

４９，０２０ 
３２，１１０ 
３４，６１０ 
３９，５２０ 
２，８９０ 
１４，８７０ 
２８，８５０ 
２０１，８７０ 

２７，８２０ 

７９，６１０ 

３０９，３００ 

５，５８０ 
１８，９００ 
２１，７６０ 
４，２５０ 
２，４３０ 

５２，９２０ 

６２，８９０ 
 

期首在庫 

輸入 

合計 

 

輸出 

合計 

 

 

大豆におけるこの生産，輸出入構造は，

主に80年代中盤以降のブラジル，アルゼン

チンによる生産，輸出の急拡大と，自給を

あきらめた中国に
（注２）

よる輸入の急拡大によっ

てもたらされた。

大豆油の主たる生産国も同様に，米国

（933万トン），アルゼンチン（663万トン），

ブラジル（616万トン）であり，国内需要が

ほとんど無い（サフラワー油が選好される）

アルゼンチンが，世界輸出量の53％（579

万トン）を輸出し，内需を超えた部分を輸

出するブラジル（239万トン），米国（132万

トン）が２，３位の輸出国となっている

（同）。一方、主たる輸入国は，中国（283万

トン），EU（96万トン），インド（114万トン）

である。

大豆油の生産，輸出入構造も大豆とほぼ

同様に形成された。

大豆粕の主たる生産国も同様であり，米

国（3,832万トン），中国（3,128万トン），ア
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ルゼンチン（ 2 , 7 0 7万トン），ブラジル

（2,489万トン）の順で生産が行われ，世界

輸出量の48％（2,682万トン）を輸出するア

ルゼンチンを筆頭に，ブラジル（1,214万ト

ン），米国（842万トン），インド（479万トン）

が，２位～４位の主たる輸出国となってい

る（同）。

大豆粕で特徴的なのは，中国の大豆粕生

産量が内需を満たしており，EU一地域が

主たる輸入国として世界輸入量の44％

（2,407万トン）を集中的に輸入しているこ

とである（同）。

大豆，大豆油，大豆粕を加えた大豆製品

全体で見ると，日中韓の東アジア３ヶ国で

世界輸入量の43％を占めており，大豆の生

産が①機械化による大規模生産のコスト削

減効果が大きいこと，②大豆生産が湿潤を

嫌うこと等により，搾油用大豆には一定の

国際分業が成立しているともいえる。

なお，大豆作付面積に占める遺伝子組換

え（GM）割合は，米国92％，ブラジル

64％，アルゼンチン98％（07年，米国は08

年）と
（注３）

，人が直接摂取するための作物では

ないことから高く，仮にこの割合がそのま

ま生産量，輸出量に反映されるとすると，

世界輸出量の74％がGM大豆ということに

なる。東アジアでは大豆は大豆油原料だけ

でなく，豆腐，味噌・醤油等食用の大豆加

工品原料となる。したがって，GM大豆の

問題もこのことを抜きには考えられないこ

とに留意する必要がある。

米国では，日本を含む東アジアの食用大

豆需要が強く，09年初の国際大豆価格下落
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時には，non-GM大豆生産とI P（Identity

Preserved，分別流通生産管理）ハンドリン

グに関心を示す農家が増加したとされる。
（注４）

また，近年バイオ燃料の一種としてバイ

オディーゼル生産が興隆してきたが，大宗

は菜種を原料とするEU産であり，大豆を

原料とするのは，米国，アルゼンチンとブ

ラジルであり，大豆原料が多く，今後も大

きく増加する見込みがあるのはアルゼンチ

ンに限られる。
（注１）阮蔚（2008）
（注２）阮蔚（2009）
（注３）GMO Compass
（注４）JETRO「通商弘報」09.1.20｢需給緩和の中，
非遺伝子組み換え品種に再び脚光も（米国）｣

（２） 大豆の主要国別輸入状況

大豆，大豆油，大豆粕の主要輸入国を大

豆輸入量に換算してまとめると，前記の東

アジア３ヶ国（日中韓）にインドとEUを加

えた５ヶ国（地域）となる（第２表）。

このうちEUは大豆粕の輸入が多く，大

豆も中国の半分であるが1,500万トン強を

それぞれ無関税で輸入している。大豆油は，

５ヶ国（地域）そろって関税障壁を設けて

いるが，EUも粗油6.4％，その他9.6％と平

均的な関税率で域内搾油産業を保護してい

る。EUの大豆を含む大豆製品の総輸入量

は大豆粕が多いことから5,000万トン弱で

あり，世界輸入量の43％を占め，中国を上

回っている。

インドが輸入しているのは大豆油のみ

で，粗油は無税で輸入促進を図っているが，

食用油は7.5％の関税で精油産業を保護し

ている。インドは70年代後半に食料自給を
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達成したが，食用油に関しては94年に輸入

自由化（窓口，数量）を実施するや否や，

パーム油を中心とする恒常的な植物油輸入

国となった。これは，油糧種子の天水依存

による豊凶変動をならし，食生活の高度化

によって増加してきた植物油需要を低コス

トで賄うために採られた政策と考えられて

いる。
（注５）

インドの植物油自給率は60％に留ま

り，基本的に全品目の自給を達成している

中では，唯一のネックとなっている（FAO，

03年）。

中国の大豆油輸入を大豆換算して大豆と

合計すると4,700万トン弱で，世界輸入量

の41％を占める。大豆，大豆油，大豆粕に

は，それぞれ，３％，９％，５％の関税率

が適用されている。中国もインド同様に基

本的に食料自給を達成しているが，96年に

大豆輸入を自由化し，大豆油と大豆粕は海

外依存する道を選択した。
（注６）

韓国の大豆輸入量は相対的には小さい

が，大豆製品全体の輸入量は500万トンと

なり，世界輸入量の４％弱を占める。大豆，

大豆油，大豆粕それぞれに，３％，5.4％，

1.8％の関税率が適用されている。韓国に

は，日本と同様に輸入大豆を原料とする大

きな搾油産業がある。韓国の大豆油輸入の

自由化は91年で，関税率は13％であったが，

搾油業界の圧力で91年下期から94年まで関

税割当制度（関税率枠１万トン，枠外関税率

25～20％）が適用された。大豆油の枠内関

税率は91年から順次引き下げられて，04年

から現行の5.4％となっている。
（注７）

日本の輸入量は400万トンで世界輸入量

の５％強を占め，大豆粕を含む輸入量は

600万トン強で世界輸入量の５％弱を占め

る。大豆と大豆粕の輸入関税は無税であり，
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大
豆
油 

大
豆
粕 

輸入量 
輸入額 
輸入単価 
関税 

輸入量 
輸入額 
輸入単価 

関税 

大豆換算輸入量 

輸入量 
輸入額 
輸入単価 
関税 
大豆換算輸入量 

大豆換算総輸入量 

大豆生産量 

千トン 
百万ドル 
ドル/トン 
％ 

千トン 
百万ドル 
ドル/トン 

％ 

千トン 

千トン 
百万ドル 
ドル/トン 
％ 
千トン 

千トン 

千トン 

４，１６１ 
１，６６３ 
４００ 
無税 

４２ 
４４ 

１，０４９ 
１３．２円/ｋｇ 
（１０．７％） 

２３３ 

１，７０６ 
５５０ 
３２３ 
無税 
２，０８０ 

６，４７４ 

２２５ 

単位 日本 

１，１８５ 
４１５ 
３５０ 
３ 

３０５ 
２２４ 
７３６ 

５．４ 

１，６９４ 

１，９１６ 
５０５ 
２６４ 
１．８ 

２，１６４ 

５，０４３ 

１１４ 

韓国 

３０，８１７ 
１１，４７３ 
３７２ 
３ 

２，８３３ 
２，１４６ 
７６０ 

９ 

１５，６８３ 

１０５ 
３３ 
３１６ 
５ 

２４８ 

４６，７４８ 

１４，０００ 

中国 

０ 
０ 
０ 
３０ 

１，１３９ 
６８３ 
６００ 

粗油；無税 
食油；７．５ 

６，３２７ 

０ 
０ 
０ 
１５ 
０ 

６，３２７ 

９，４７０ 
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１５，２１８ 
５，２３８ 
３４４ 
無税 
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７４１ 
７７１ 
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資料　ＵＮ ｃｏｍｔｒａｄｅ, インド商工省ＨＰ｢貿易統計ＤＢ｣, ｗｗｗ．ｗｏｒｌｄｔａｒｉｆｆ．ｃｏｍ, ＵＳＤＡ ＦＡＳから作成, 算出         
（注）１　大豆油の大豆換算は, 含油率１８％で試算。         

２　日本の大豆油輸入関税の従価税換算は, ０７年の輸入単価（為替レート＝１１７．７６円／ドル）で試算。         
３　大豆粕の世界ベースの大豆換算輸入量は, 大豆油のそれと２重計上となるため（括弧）書とし, 総輸入量には加算していない。   

第2表　大豆の主要国輸入状況（０７年） 

（６６，２３８） （２９．９％） 
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大豆油には13.2円／kg（従価税換算10.7％相

当）の関税をかけて国内搾油産業を保護し

ている。

日本の大豆輸入自由化は1961年である

が，既に米国の大豆輸出量の約1／3（100万

トン，１億円）を輸入するなかで，米国の

国際収支好転方針に沿ったものとされる。

当時の輸入関税率は10％であったが，自由

化にあたって4.8円／kg（従価税換算13％相

当）に引き上げられた。その後，ケネデ

ィ・ラウンドでは2.4円／kgへの引下げが計

画され，70年に繰上げ実施されて，72年４

月からは現行の無税となった。
（注８）

その後，輸

入量の増大に対応して大豆自給率は順次低

下していき，現在では6.5％（08年度概算）

と極めて低い水準にまでに至った（第１

図）。大豆油の自給率は表面的には90％と

なっているものの原料の大豆は全量輸入さ

れており，大豆油の実質自給率は０％とな

る。大豆粕の自給率も表面上は54％だが，

原料大豆の全量輸入を考慮すると，実質自

給率は大豆油同様０％となる。
（注９）

また，輸入自由化と同時に「大豆なたね

交付金」という不足払い制度が発足した。

なお，大豆は貿易割合の高い（生産量対

比35％，07年）作物とされているが，大豆

油を含む大豆製品全体で見るとその割合は

62％となり，その生産と確保をめぐって戦

略性を帯びやすい性質をもっている。

（注５）藤田（2005）pp.106-107，宇佐美（2006）
p.54

（注６）阮蔚（2009），国務院発展研究センター崔
暁黎｢中国，大豆自給こだわらず｣日本経済新聞
07.11.28付ヒアリング記事｡

（注７）USDA（2002）
（注８）農林水産省（1977）『日本の大豆』
（注９）農林水産省（2009.3）「大豆・油糧等需給見
通し（案）」から算出。

わが国の大豆の国内需要において製油用

は約300万トンで，この全量を輸入によっ

て賄っている。製油用の輸入量は，戦後に

おける食生活の洋風化による油脂消費量の

増加に伴い1960年から80年にかけて急激に

増加した（第２図）。製油用原料として大

豆が選好されたのは，飼料用大豆粕需要が

増大したことにもよる。その後は，食生活

スタイルが相対的に低エネルギー消費とな

る先進国型化による油脂消費量の頭打ち

や，菜種油選好等の影響によって製油用輸

入量は横ばいから低下傾向となった。国産

大豆は，高価格であること，搾油用に品質，

数量が安定調達できないこと等から油脂用

には用いられていない。

搾油によって得られる大豆油は，主に天
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２　大豆の国内需給動向

資料　農林水産省｢食料需給表｣  
（注）　食品用大豆自給率＝（国内生産量－種子用－国産製油

用）÷（粗食料＋味噌醤油用） 

７０ 
（％） 

６０ 

５０ 

４０ 

３０ 

２０ 

１０ 

０ 
６０年 ６５ ７０ ７５ ８０ ８５ ９０ ９５ ００ ０５ 

第1図　大豆の自給率推移 

食品用大豆 

大豆全体 



ぷら油，サラダ油等に用いられ，生産量は

長期的には減少傾向にあり，植物油脂全体

の供給量では菜種油の割合が上昇傾向にあ

る（農林水産省『我が国の油脂事情』）。

食品用需要は約100万トンあるが，ここ

でも国産使用割合は21％にとどまってい

る。これも，価格の高さと不安定性や，食

品加工用に品質，数量が安定調達できない

ことが要因とされている。食品用大豆にお

いて国産使用量が多いのは豆腐・油揚げの

約13万トン（国産使用割合27％），次いで煮

豆・惣菜約３万トン（同88％）であり，醤

油以外の食品用大豆は，輸入品もほとんど

がnon-GM大豆となっている（米国大豆協

会HPほか）（第３表）。（財）日本特産農産

物協会が行った調査によれば，食品加工業

者（実需者）の要望として，①豆腐：「作

りやすい品種ではなく豆腐加工特性の高い

品種を作ってほしい」，②納豆：「地元産

の納豆に使える大豆の生産が乏しく地産地

消ができない」，③煮豆・惣菜：「生産者

選別では使えないので問屋の手選別品を使

っている」，④味噌・醤油：「国産の生産

量は年によって変動が大きいので豊作時に

備蓄してほしい」等が挙げられている。
（注10）

大

豆加工品生産量の長期推移を見ると，食生

活の多様化，高度化によって醤油，味噌は

減少しているが，国民の健康志向等を受け

て豆腐，納豆が増加傾向にあり，大豆の年

間一人当たり食用需要量は60年の5.6kgか

ら08年の6.7kgへと50年弱で20％増加して

いる。これに人口増を加味した食用需要量

全体では，同期間に65万トンから105万ト

ン（07年）へと60％の増加となった。なお，

１世帯当たりの品目別消費支出金額（全世

帯）の近年の推移を見ると，食料全体支出

の減少傾向と比して，いずれの品目も堅調

に推移している（総務省｢家計調査｣）。

大豆の主要輸入先国は米国であり，08年

で273万トン（構成比74％）とその大宗を占

め，次いでブラジル57万トン（15％），カ

ナダ33万トン（９％），中国8 . 6万トン
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輸入（食用他） 

国内生産量 

輸入（製油用） 

資料　農林水産省｢食料需給表｣ 

６，０００ 
（千トン） 

５，０００ 

４，０００ 

３，０００ 

２，０００ 

１，０００ 

第2図　大豆の生産量・輸入量の推移 

６０年 ６５ ７０ ７５ ８０ ８５ ９０ ９５ ００ ０５ 

（単位　千トン，％）

製油用  

食品用  

　豆腐・油揚げ 
　味噌・醤油 
　納豆 
　煮豆・惣菜 
　その他 

飼料用  

種子用  

減耗量  

 　　計 
資料　農林水産省｢食料需給表｣｢食料・農業・農村白書, 

参考統計集（平成１８年版）｣, 大豆ホームページ他 

第3表　大豆の需要別内訳と国産使用割合 
（０３年） 
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１，０３４ 

４９４ 
１７６ 
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８ 

１３４ 

５，３１１ 

大豆使用量 用途 

０ 

２２４ 

１３１ 
１５ 
１７ 
２９ 
３２ 

０ 

８ 

- 

２３２ 

国産使用量 

０．０ 

２１．７ 

２６．５ 
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１２．４ 
８７．９ 
１６．５ 

０．０ 

１００．０ 

- 

４．４ 

国産割合 



（２％）と続く（第３図）。中国からは，

non-GM大豆が輸入されている（前掲（注

６）の日経新聞）。

なお，日本では現在，大豆を含めGM農

産物の商業栽培は認められていない（農林

水産省HP）。輸入が認められるのは，安全

性審査を経た，大豆を含む農産物98品種等

であり，JAS法により，大豆を含む７種類

の農産物とその加工食品について表示ルー

ルがある。大豆加工品に関しては組換え

DNA等の残存いかんで区分され，豆腐，

納豆，味噌等に「遺伝子組換え」等の表示

義務があり，大豆油，醤油等にはない。

また，中国でもGM大豆の商業栽培はな

いが，non-GM大豆を原料としたnon-GM

大豆油が生産・販売されている。

（注10）08年９月～09年３月，実需56社への聞取り
調査。

（１） 作付面積・収穫量

大豆の生産動向は，北海道と都府県とで

は大きく違う。作付面積の長期推移を見る

と，戦後の食糧増産等で1954年に43万haと

なったあと70年には10万haに減少している

が，北海道と都府県に分けると，都府県の

減少が急激なものとなっている（第４図）。

これは，都府県の方が兼業比率が高く，輸

入自由化，関税率引下げによる輸入量の増

大や，高度経済成長のなかでの他産業就業

機会と農外就業報酬の増大に加え，大豆交

付金制度に係る大豆基準価格（全国一律の

みなし販売価格）が米価や畜産物，野菜，

果実等の成長農産物価格より低く設定され

たことによるものと考えられる。
（注11）

71年からはコメの生産調整（転作）が本

格的に開始され，都府県の大豆作付面積は

いったん88年の14万haまで回復し，その後

急低下したあと，95年から生産調整面積が

拡大したことから再度拡大し，｢水田を中

心とした土地利用型農業活性化対策｣（99
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資料　ＪＥＴＲＯ｢アグロトレード･ハンドブック２００８｣他 

６，０００ 
（千トン） 

５，０００ 

４，０００ 

３，０００ 

２，０００ 

１，０００ 

第3図　大豆の輸入先国別輸入量推移 

０３年 ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ 

中国 
その他 

ブラジル 
カナダ 

米国 

３　国産大豆の生産動向

北海道単収 
（右目盛） 

都府県 
作付面積 

北海道 
作付面積 

都府県 
単収 

（右目盛） 

資料　農林水産省｢大豆収穫量累年統計｣他 

３５０ 
（千ｈａ） 

３００ 
（kg/１０ａ） 

２５０ 

３００ ２５０ 

１５０ 

５０ 

２００ 

１００ 

０ 

２００ 

１５０ 

５０ 

０ 

１００ 

５５年 ６０ ６５ ７０ ７５ ８０ ８５ ９０ ９５ ００ ０５ 

第4図　北海道･都府県別の大豆作付面積･単収推移 
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年）を始めとする，ほぼ１年おきに策定さ

れた諸対策や，米政策改革（04年度から）

において適地適作化を促進する産地作り交

付金制度を受けた転作が定着して，近年で

は堅調に推移している（08年では12万ha）。

北海道では，70年の１万haをボトムにし

て微増減を繰り返した後，08年では2.4万

haと，95年以降増加傾向にある。大豆は単

収のぶれ（作況変動）が大きいが，変動幅

は北海道の方が大きくなっており，北海道，

都府県ともに単収は緩やかな増加傾向にあ

る。

作付面積推移を田畑別に見ると，転作大

豆増によって田の増加が大きくなっている

（第５図）。

大豆収穫量は作付面積の増加を受けて増

加基調にあり，旧食料・農業・農村基本計

画（00年）の生産努力目標23万トンは，01，

02年（27万トン）に超過達成された。しか

しながら，03年産の不作や04年の台風被害

等により05年の収穫量は23万トン弱に低下

農林金融2009・12
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した（04年は16万トン）。このため，現行基

本計画（05年）の生産努力目標は27万トン

に設定されており，08年の収穫量は26万ト

ンとなった。

（注11）沈（1989）

（２） 生産構造

05年の作付面積は13万４千ha（うち販売

目的は７万７千ha），販売目的作付農家数は

15万２千戸で，販売目的作付農家の１戸当

たりの作付面積は0.5haと，00年比で41％

増大した（第４表）。もちろんここでも北

海道と都府県の違いは歴然としている。

北海道の１戸当たりの作付面積（販売農

家）は，2.15haと，都府県の0.42haの５倍

の大きさがある。

豆類の生産は，主に農業所得で生計を立

てている農家（主業農家）による産出額が

76％と，稲作（38％）と異なる生産構造と

畑 

田 

資料　農林水産省｢作物統計｣ 

１６０ 
（千ｈａ） 

１４０ 

１２０ 

１００ 

８０ 
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２０ 

０ 

第5図　大豆の田・畑別作付面積の推移 

９５年 ９７ ９９ ０１ ０３ ０５ ０７ 

（単位　千ha，千戸，a）

作付面積  
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販売目的作付農家数 
１戸当たり面積 

資料　農林水産省｢作物統計｣｢農林業センサス｣    
（注）　｢作付面積｣には自給的農家を含む。   

第4表　大豆の作付面積･販売農家数 
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第5表　規模別大豆作付農家数（全国） 
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なっている（05年，農林水産省推計）。

規模別の販売目的作付農家数推移を見る

と，05年でも0.5ha未満の農家数割合が

74％を占めているものの，00年との比較で

は0.3ha未満層が減少し，0.5ha以上層，こ

とに１ha以上層の増加割合が大きい（第５

表）。道・県別に見ると，北海道では１ha

以上の農家数割合が70.1％を占め，00年比

で10.1％増（構成比割合は7.9ポイント上昇）

と規模が大きく，規模拡大も進んでいるが，

規模拡大のテンポは都府県の方が速く，00

年比で１ha以上の農家数が79％増加（構成

比は5.0％から9.3％へ上昇）した。

また，担い手への作業集積率（面積）は

近年上昇傾向にあり，06年で62.1％となっ

ている（農林水産省（2006.2）｢大豆をめぐる

事情｣）。

（３） 地域別生産量と品質

国産大豆の生産動向を，地域別，都道府

県別の生産数量，品質の分布から見てみる

と，地域別，県別

に大きなバラツキ

があることが分か

る。07年度から実

施された水田・畑

作経営所得安定対

策（以下「経営安定

対策」という）に

おける大豆の黄ゲ

タ（成績払い）対

象数量と，黄ゲタ

交付金の60kg当た

り県別加重平均単価の，黄ゲタ単価７区分

の単純平均値に対する比率で見ると，対象

数量は北海道，北九州（佐賀，福岡），東北

（宮城，秋田，山形），北陸（新潟，富山），

中部（愛知）で多く，品質（等級）では北

陸（新潟，富山，石川，福井）で低いのが特

徴的である（第６図）。

興味深いのは，生産量の地域別分布に過

去50年以上にわたって大きな変化がないこ

とである。1954年，76年，07年の地域別の

大豆作付面積構成比の推移を見ると，関東，

北海道の構成比が低下し，北陸，九州で上

昇しているが，構造変化と呼べるような変

動は見られない（第６表）。これは，適地

の地域別賦存割合にも規定されて，大豆に

関しては50年以上前から適地適作が行われ

ていたことを現しているとも言えよう。

同様に，地域別の単収の長期推移を見る

と，北海道では同期間に5.2倍，都府県で

1.5倍，九州2.2倍，東北1.5倍，東海1.4倍と

向上しているのに対し，北陸では1.08倍と
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対象数量 

品質指標（右目盛） 

資料　農水省「０７年産水田・畑作経営所得安定対策の交付状況」から作成 
（注）　「品質指標」は, 黄ゲタ単価７区分の単純平均値２，２４２円/６０ｋｇに対する各県加重平均値の比率。 
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第6図　大豆の黄ゲタ対象数量と品質分布（０７年度） 
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ほとんど向上していない。北陸では，湿害

や地力による連作障害等によって長期にわ

たって大豆作が本格化しなかったものと考

えられる。

（１） 価格

大豆交付金対象大豆（06年で収穫量の約

７割，農協等登録集荷業者に交付金対象大豆

として売渡し委託したもの）の価格は，（財）

日本特産農産物協会での入札販売価格が指

標となるが，93年以降収穫量の増加と輸入

品との競合によって長期的に低下傾向にあ

り，02年では76.4円／kgと輸入単価30.4円／

kg（CIF価格，財務省貿易統計）の2.5倍まで

近接してきた。しかしながら，前記の不作

等により，03年158.9円，04年263.9円，05年

115.5円，06年113.9円（輸入単価36.9円の3.1

倍）と乱高下しながら高騰し，07年産の入

札販売価格は，国際市況の高騰に加えて北

海道の作付減少等を受け，11月の初入札で

は普通大豆平均で152.1円と高騰し，07年

産を通しては122.7円となった。実需者か

らは生産・価格の安定化が要請されている。

農家の販売価格（粗収益，大豆交付金込

み）は，概ね前記の入札販売価格に連動す

る形で推移し，06年では238.0円／kgとなっ

た。経営安定対策が導入された07年には大

豆交付金制度は廃止となり，農家販売価格

（粗収益，黄ゲタ（成績払）込み）は158.3円
（注12）

となったが，緑ゲタ（固定払）の試算値

92.3円を
（注13）

加えた大豆に対応する部分の補助

金込み粗収益は250.6円となり，補助金政

策による補助水準の連続性が保たれたもの

と言える（第７図）。ちなみに，緑ゲタと

黄ゲタの割合は，およそ７対３とされてい

る（経営安定対策については後記５（1）参

照）。

交付金対象大豆（右目盛） 

粗収益 

基準価格 

入札販売 
価格 

交付金単価 

資料　農林水産省『工芸農作物等の生産費』『大豆に関する資料』, 
財務省「貿易統計」他から作成 

（注）１　０７年の粗収益には注２のゲタを加算, 輸入単価は大豆全体
のもの。 
２　交付金単価の０７年は, 経営所得安定対策の黄ゲタ＋緑ゲ
タ（試算値）。対象大豆は, 黄ゲタ対象数量。基準価格は９９年
産までの制度。 
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第7図　大豆価格等の推移 

９１年 ９４ ９７ ００ ０３ ０６ 

輸入単価 

（単位　％，千ha）

都府県 

北海道 
東北 
北陸 
関東 
東海 
近畿 
中国 
四国 
九州 

全国 

作付面積計 

資料　農林水産省｢作物統計｣｢日本の大豆｣   
（注）　０７年の｢関東｣は｢関東･東山｣｡ 

第6表　大豆の地域別作付面積構成比の長期推移 
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（注12）黄ゲタの数値は，農林水産省『工芸農産物
等の生産費』調査が捕捉したもの。以下同じ。

（注13）緑ゲタ試算値は筆者の試算値＝全国平均単
価99.7円／kg×（07年産平均単収188kg／全国平
均単収203kg）＝92.3円

（２） 生産費

10ａ当たり生産費（支払利子・地代算入

生産費）の長期的な推移を見ると，大豆の

生産費は，機械化や作業委託等による投下

労働時間の減少に連動して，長期的な低下

傾向にある。しかしながら，物財費は｢賃

借料及び料金｣の増加を主因に増加傾向に

ある。高齢化，団地化等に伴って担い手や

コントラクターに作業委託すること等によ

って農機具費は減少傾向にあるが，転作委

託等によって稲作に比して委託作業範囲

（コスト）が広いことが要因と考えられる。

一方で粗収益（大豆交付金，緑・黄ゲタ

込み）は前記のとおり低下傾向にあり，生

産費の低下スピードを上回っているため，

95～96年にはほぼ見合っていた生産費と粗

収益は，97年以降粗収益が生産費を割り込

んで，年々赤字幅が拡大する傾向にある。

06年の10ａ当たりの赤字幅は12,754円で，

大豆作所得は728円まで減少した。経営安

定対策が導入された07年には，価格上昇に

よる粗収益の増加によって赤字幅は6,115

円となり，大豆作所得は5,695円となった

が，いずれにしろ稲作と比した収益性は著

しく低い（第８図）。

道・県別に，作付規模別粗収益と生産費

の関係を見ると，北海道における規模の経

済の働き方は緩やかで，黄ゲタ，緑ゲタ試

算値加算後の粗収益は，２ha以上で初めて

生産費を上回って収支尻（利ざや＝経常利

益，上部の折れ線グラフと棒グラフの間隔）

が黒字に転じる（第９図）。北海道の全規

模平均の，黄ゲタ加算前の粗収益は10ａ当

たり35,166円，これに対する支払利子・地

代算入生産費は61,078円で，コスト割れが
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資料　農林水産省『工芸農作物等の生産費』他から作成 
（注）１　粗収益には「大豆交付金」「担い手支援・良質大豆生産誘

導対策の助成金」を含む（～０６年）。０７年以降は, 水田・畑作
経営所得安定対策の毎年の生産量・品質に基づく交付金（黄
ゲタ）」を含み, 交付金として算入（農水省統計上算入済み）。
算入前値の試算には,  黄ゲタ全国加重平均値（２,５８０円／６０
ｋｇ）を使用。 

　　　　また, 緑ゲタ試算値＝（９９．７円＊１８８ｋｇ／２０３ｋｇ）＊１８８ｋｇ
＝１７，３５９円を別途加算。 
２　「支払利子・地代」は, 「副産物収益」差引後のもの。 

７０ 
（千円） 
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５０ 

４０ 

３０ 
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年 

第8図　大豆の粗収益と生産費の動向（１０ａ当たり） 
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物財費 

交付金加算 
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資料　農林水産省「工芸農産物等の生産費」他から作成 
（注）１　生産費には, 自己資本利子・自作地地代を含まない。 

２　粗収益には, 「水田・畑作経営安定対策の毎年の生産量・品
質に基づく交付金（黄ゲタ）を含む。 参入前値の試算には, 黄
ゲタ北海道加重平均値（２,５１３円／１０ａ）と規模別単収を使用。 
３　緑ゲタは, 全国平均単価９９．７円／ｋｇ（２０３ｋｇ／１０ａ）を実単
収で補正後, その値と実単収の積で試算。 
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第9図　大豆の１０ａ当たり作付規模別粗収益と生産費 
（北海道・０７年産） 

雇用労働費 
家族労働費 

支払利子・ 
地代 
物財費 

緑ゲタ加算後 
粗収益 

粗収益 

 

０．５ｈａ 
未満 

〜 ０．５ 

１．０ 
〜 

１．０ 

２．０ 
〜 

２．０ 

３．０ 
〜 

３．０ 
以上 

うち 
５．０ｈａ 
以上 

平均 

黄ゲタ加算前 
粗収益 



△25,912円となる。これを黄ゲタ10,249円，

緑ゲタ試算値24,327円で補うと8,844円の黒

字となる。緑ゲタ試算値加算前の所得は△

869円，緑ゲタ試算値加算後では23,458円

となる（利ざや8,844円に家族労働費14,613円

を加えた数値と同じ）。

都府県における規模の経済の働き方も同

様に緩やかだが，両ゲタ加算後の収支尻は，

５ha以上でも黒字化しない（第10図）。収

支尻どころか，所得においても赤字で，家

族労働費が一切回収（稼得）できない状態

となっている。都府県の全規模平均の，黄

ゲタ加算前の粗収益は10ａ当たり14,651

円，これに対する支払利子・地代算入生産

費は49,436円で，コスト割れが△34,785円

となる。これを黄ゲタ6,781円，緑ゲタ試

算値11,952円で補うと，コスト割れは△

16,052円まで縮小する。緑ゲタ試算値加算

前の所得は△17,389円，緑ゲタ試算値加算

後でも△5,437円となる（利ざや△16,052円

に家族労働費10,615円を加えた数値と同じ）。

都府県平均値が補助金加算後でも赤字とな

ることの主要因は，単収の低さにあるもの

と考えられる。

転作大豆の場合は，これに旧生産調整助

成金に代わる産地作り交付金がおおよそ

3.5万円前後の水準で
（注14）

付加されるため，都

府県でも稲作所得に近い所得が得られる

が，本作大豆の場合の所得は大きく劣後す

るものと考えられる。

（注14）07年度の大豆に対する産地作り交付金
38,634百万円を，田作大豆の推定生産量191千ト
ンで除すると交付金単価は202.8円／kgとなり，
これに田作大豆の平均単収（162kg／10ａ）を乗
じると，10ａ当たりの交付金は32,852円となる。

（１） 品目横断的経営安定対策への移行

大豆作に対する経営上の政策的支援は，

主に，前記のとおり1961年の大豆輸入自由

化とともに実施された不足払い制度（「大

豆なたね交付金制度」）に基づく大豆交付金

によって行われてきた。これは，入札価格

（販売価格）から流通経費を差し引いたもの

を標準販売価格とし，再生産確保に必要な

価格を基準価格（全国一律）として，その

差額を交付金として不足払いするものであ

った。99年10月には「新たな大豆政策大綱」

によって，生産者への品質向上インセンテ

ィブを高めるために，市場での評価で定ま

る販売価格が高い方がより多くの手取り価

格が得られるように改められた。また同時
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雇用労働費 
家族労働費 

支払利子・ 
地代 
物財費 

資料　農林水産省「工芸農産物等の生産費」他から作成 
（注）１　生産費には, 自己資本利子・自作地地代を含まない。 

２　粗収益には, 「水田・畑作経営安定対策の毎年の生産量・品
質に基づく交付金（黄ゲタ）を含む。 参入前値の試算には, 黄
ゲタ都府県加重平均値（２,６０８円／１０ａ）と規模別単収を使用。 
３　緑ゲタは, 全国平均単価９９．７円／ｋｇ（２０３ｋｇ／１０ａ）を実単
収で補正後, その値と実単収の積で試算。 
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第10図　大豆の１０ａ当たり作付規模別粗収益と生産費 
（都府県・０７年産） 
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に，価格下落の影響緩和のための，いわゆ

るナラシ対策である「大豆経営安定対策制

度」（以下「豆経」という）が設けられた。

また，転作大豆については，米政策改革

にともなって，04年から旧来の生産調整助

成金（転作奨励金＝基本助成額は４万円／10

ａ）が，より一層の適地適作を推進すべく

産地作り交付金に改められた。

そして，主に稲作経営の構造改革促進と，

国内の生産促進的補助策を抑制的に扱う

WTOへの対応を主因に，07年からは経営

安定対策という品目横断的な農家経営全体

に対する直接支払制度に移行した。具体的

には，４麦，大豆，甜菜，澱粉原料用馬鈴

薯について，それまで品目別に対応してい

た生産補助金が，４品目を生産する農家経

営全体に対する直接支払という手法に変更

され，その内容は①諸外国との生産条件不

利補正対策（麦・大豆等直接支払，07年まで

の旧名称「ゲタ」，大豆では大豆交付金に相当）

と，②収入減少影響緩和対策（収入減少補

填，同「ナラシ」，コメも対象，大豆では豆経

に相当）で構成することとされた。このう

ちゲタは，「過去の生産実績に基づく支払

（固定払）＝緑ゲタ」
（注15）

と，「毎年の生産量・

品質に基づく支払（成績払）＝黄ゲタ」と

に区分された。支援対象者は，認定農業者

か集落営農組織であり，原則的な規模要件

は個別経営で４ha（北海道は10ha），集落営

農で20ha以上とされたが，その規模は他産

業所得の半分を満たすものとして試算・設

定された。
（注16）

緑ゲタは，面積当たりの単価と過去の生

産実績を掛け合わせて交付金額を求める

が，単価は地域の生産力を反映すべく共済

単収（農業共済制度における基準単収）を用

いて市町村別に設定し，過去の生産実績は，

基準期間（04～06年）の生産量を当該農家

の実単収で除して面積換算する。黄ゲタは，

大豆交付金に比してより一層品質格差を設

けた品質区分別の全国一律の60kg当たり単

価（3,168円～1,872円）に，当年の各農家の

生産量を乗じて交付金額を求める。なお，

緑ゲタ，黄ゲタと呼ぶのは，WTOの国内

支持政策に対する区分けにおいて，生産促

進性がないものを削減の必要の無い「緑の

政策（green box）」とし，生産促進性のあ

るものを削減が必要な「黄の政策（yellow

box）」と称することに由来している。

なお，経営安定対策の07年産大豆にかか

る申請経営体数は2.2万にとどまるが，作

付予定面積は11万haに及んでいる。

（注15）緑ゲタは，「当該市町村の面積当たりの単
価（２万円前後／10ａ）」を「全国一律の数量当
たり単価（99.7円／kg＝全国平均面積単価20,230
円／10ａ÷全国平均単収203kg／10ａ）×当該市
町村の共済単収Ｘkg／10ａ」で求めた後，「各農
家の生産実績面積（期間平均生産面積＝07～09
年については04～06年のものを使用）」について，
当該期間の各農家の生産量を当該市町村の実単
収Ｙkg／10ａで割り戻して換算した面積とし，
これを乗じて交付金額を求める。

（注16）生源寺（2008），118～119頁

（２） その他の生産支援策

この間には，これらの直接的で基幹的な

経営支援策のほかに，種々の生産支援策が

実施されてきた。1967年～71年にかけては

地域特産農業推進事業，72年～78年には特

産物生産団地育成事業が実施され，74年に
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は全国1,000市町村を生産振興地域に指定

し，75年からは生産振興奨励補助金の交付

が行われた。しかしながら，74年産におけ

る当該交付金の交付対象は，北海道では

75％と高かったが，都府県では６～７％と

低く，全国では25％にとどまった。既にそ

の頃から「大豆は一般に「捨て作り」が多

く収量はあがらず，ひいては農家の増産意

欲にも結びつかない」
（注17）

との評価がなされて

いたことに留意する必要がある。

その後も，2000年～06年の間には，「農

業経営基盤強化対策」等（交付金単価150円

～180円／60kg），「高品質畑作大豆生産の推

進」（同，500円～1,000円），「担い手支援・

良質大豆生産誘導対策」等（同，40円～330

円）と
（注18）

いった補助金の上乗せが行われてき

た。これらの奨励金は，06年の全国ベース

では10ａ当たり2,278円，北海道で8,720円，

都府県では843円という金額となっていた。

なお，07年には再度生産調整の維持・拡

大が大きな課題となり，経営安定対策対象

者には，過去実績のない07，08年産作付拡

大大豆に対して「担い手経営革新促進事業」

として緑ゲタ相当額の20千円／10ａが交付

され，生産調整強化のために生産調整実施

者に対して08年産転作拡大大豆について

「地域水田農業活性化緊急対策（緊急一時

金）」として年間１万円／10ａ×５年分が交

付された。さらに，本09年産作付拡大大豆

に関しては，水田の利活用を向上させて自

給率を上昇させる水田フル活用策（主題は

米粉，飼料用米）としての「水田等有効活

用促進対策」に基づく交付金が，生産調整

実施者を対象とした面積払（35千円／10ａ）

と，経営安定対策対象者への緑ゲタ相当額

助成（20千円／10ａ，実需者との播種前の出

荷契約締結，捨て作りをしない等の条件あり）

として措置される等の上乗せが行われた。

また，旧生産調整助成金に代わる産地作

り交付金は，04～06年度，07～09年度を実

施期間として産地作り対策の目玉として定

着してきたが，09年度からは産地確立交付

金（産地確立対策，09～11年度）に衣替えさ

れ，調整水田等の不作付地への助成は原則

として認めないこととされた。
（注19）

（注17）（注８）に同じ｡
（注18）農水省『工芸農作物等の生産費』
（注19）大豆・油糧等需給協議会配布資料（09.3.1），
小針（2009）ほか。

（３） 民主党農政による支援策

09年８月の衆院選で政権党となった民主

党の農政（案）では，大豆も米の戸別所得

補償制度と同様，生産数量目標に即した生

産を行った販売農家（集落営農を含む）に

対する「標準的な生産費と標準的な販売価

格の差額を基本とした補てんをする交付

金」が基本となるが，当面は現行の経営安

定対策を踏襲し，2010年度からの水田作に

対するモデル事業を行ったうえで作付状況

等をみながら本格的な実施に移る準備をし

ていくこととされている。転作奨励として

は，モデル事業の第２の柱としての「水田

利活用自給力向上事業」として，生産数量

目標に即した生産のいかんにかかわらず，

35千円／10ａが交付される（産地確立交付

金，水田等有効活用促進交付金等は廃止）。
（注20）
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（注20）農水省 食料・農業・農村政策審議会第13
回企画部会（2009.10.21）での郡司副大臣の説
明ほか。

（４） 技術的支援等

現行の05年基本計画では，2015年度の大

豆の生産努力目標を27万トン，自給率６％

（うち食用24％）とし，農業者等の課題とし

て「①気象条件・土壌条件に応じた耕起・

は種の確立等による湿害の軽減，契約栽培

取引の改善等により，実需者の求める品

種・品質の大豆を安定的に生産・供給す

る。②担い手の生産規模の拡大，機械化特

性の高い品種の育成・普及により，生産コ

ストを３割程度低減する」としている。

このうち，前段に関しては，（独）農

業・食品産業技術総合研究機構が，湿害程

度に応じた，不耕起播種・狭畦省力栽培，

浅耕播種，耕うん同時畝立て播種技術等に

よる単収向上策である「大豆300A」（単収

300kg，Ａクラス品質）技術を開発し，普及

が行われている。

また，後段のコスト削減に関しては，07

年度から産地の農協が中心となって組織し

た産地協議会が産地強化計画を策定して，

輪作体系導入，団地化，土地利用集積等の

生産性向上に向けた産地改革の取組みが行

われている。政府は「21世紀新農政2006」

のなかで，食料供給コストを５年で２割縮

減する目標を掲げ，09年９月に「食料供給

コスト縮減アクションプラン」を策定して，

取組みを推進している。農林水産省による

政策評価（09年７月公表）では，03年度の

60kg当たりの基準値23.3千円，2015年度の

目標値17.2千円（26.2％縮減）を前提にした

07年度の目標値21.3千円に対して，全額算

入生産費の実績値は19.5千円（基準値比

3.8％縮減）であり，目標は達成されている

とされる。しかしながら，前記４（2）のと

おり粗収益の低下スピードは生産費のそれ

を上回っており，農家所得はことに都府県

で大きく減少してきている。

（１） 搾油用大豆生産の国際分業と

安定調達

東アジアの日中韓３ヶ国が米州大陸から

大量の大豆を輸入する構造は，日韓に関し

ては戦後の米国の輸出戦略によって形成さ

れ，中国に関してはこれに穀物メジャーの

大豆サプライチェーン支配戦略が加わって

形成されたものと考えられる。穀物メジャ

ーの戦略は，経済成長によって植物油需要

が増大する一方で，大豆油輸入関税の高い

中国に対しては中国の搾油企業に出資した

上で，米国，ブラジル，アルゼンチンから

農家に資金供与して生産した大豆粒を輸出

するものである。アルゼンチンに関しては，

アルゼンチン国内に搾油工場を建設し，大

豆油の形態でも対中輸出が行われる。

戦後の段階から既に大きな搾油産業を有

し，大豆油輸入関税も高い日韓に対しては，

もっぱら大豆粒での輸出が行われる。南ア

ジアのインドに対しては，大豆輸入関税が

30％と高いことから，大豆油での輸出が行

われる。アジアの２大新興・人口大国が，
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そろって大豆と植物油の対外依存政策を採

っているのは，大豆の国際需給を考えるに

あたっては重要である。

日本の総合商社は，そろって海外の食料

事業を強化しているが，大豆に関しては商

品戦略としての重点を，搾油需要，食品用

non-GM大豆，または両睨みとする，また

事業戦略としては，生産にまで踏み込む，

集荷，輸出施設までにとどめる等と，それ

ぞれ戦略が異なっている。
（注21）

いずれにしろ，

大豆の安定調達には，海外投資は避けて通

れない。少なくとも搾油用大豆に関しては，

大規模生産が適することによる価格差や，

大豆生産が湿潤を嫌うこと等において，一

定の国際分業が成立していると考える必要

があろう。問題は，いかにして調達先を分

散させ，安定させるかにかかっている。そ

こには，明確な戦略性が必要であり，政

治・外交力の裏打ちも求められよう。

（注21）09.9.10付，日本農業新聞記事ほか。

（２） 国内食品用大豆の自給率向上

国内食品用大豆需要に関しては，できる

限り自給率を向上させていく必要がある。

既に，搾油用GM大豆のほかに，non-GM

大豆や有機栽培大豆の輸入が行われている

が，米国，ブラジル，アルゼンチンでも，

直接人間が口にするパンの原料となる小麦

については，GM種子割合は０％である。

直接人の口に入る食品の原料にはGM種子

が用いられていない。したがって，豆腐，

味噌，納豆等の大豆製品を副食物として直

接口にする日本および東アジアにとって，

non-GM大豆を安定調達することは重要で

ある。日本の消費者がnon-GM大豆を選好

するのを時代遅れのわがままのように報道

する向きがあるが，それは問題の本質を隠

蔽するものである。

したがって，食品用non-GM大豆の自給

率向上は，食料の量的確保のみならす，安

全・安心の確保のためにも重要である。し

かし，その際に留意すべき大豆の作物的特

性がある。それは，①比較的省力的な作物

であるが，生産性は低く，10ａ当たり粗収

益も低い，②輸入大豆のウェイトが大きく

価格上昇が難しい，③他の競合作物に打ち

勝って基幹的作物となるだけの粗収益はあ

げ難いことである。しかしながら，同時に

作物的利点として，①根粒菌による空気中

の窒素取り込み機能を有する作物である，

②低位生産地帯でもある程度の生産が可能

である，③比較的容易な耕種方法改善でか

なりの増収が可能なことである。
（注22）

こうした

条件と，前記の価格支持，経営安定対策や，

旧生産調整助成金，産地作り交付金等の生

産，転作補助金が相まって現在の生産体制

ができあがっている。そこには，北海道の

輪作や福岡，佐賀県に代表的に見られるブ

ロックローテーション組入済み等の生産体

制もある。

したがって，国内食品用大豆生産に関し

ては，①一定の自給率の維持・拡大，②

non-GM大豆の安定的確保，③構築済みの

各地域の生産体制の維持のため，引き続き

政策的な補助のもとにその生産量を維持・

拡大していく必要があろう。もちろん，一
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定の規模拡大とコスト低減や，実需者に選

好される品質の向上を図っていく努力も同

時に求められる。その際，本作大豆に対し

ても，転作大豆奨励金水準の補助を検討す

る必要があるのではなかろうか。

民主党農政では，10年後の食料自給率目

標を50％と考えており，食品用大豆につい

て実施するとなると50万トンを目指すこと

となる。2010年度には転作大豆奨励金が一

律35千円／10ａに変更されるが，大豆主産

地の産地づくり交付金は５万円前後のとこ

ろも多く，
（注23）

大豆作付が減少する恐れもあり，

作付拡大の直接的なインセンティブも働か

なくなる。また，転作率38％の中ではブロ

ックローテーションにも限界感があること

にも留意が必要である。
（注24）

なお，生産量の拡大は価格低下要因であ

り，今以上の農家補助を必要とすることに

留意する必要がある。自給率向上にはコス

トがかかることを十分に認識し，国民的な

理解を得る努力をする必要がある。

（注22）（注８）に同じ。
（注23）農水省（2008.7）「産地づくり対策について」
（注24）全中，冨士重夫｢新たな｢基本計画｣策定へ
JAグループの考え方｣日刊アグリリサーチ
09.5.19付ヒアリング記事｡

（３） 大豆油・大豆粕を含む自給率の維持

また，大豆の自給は，その製品である大

豆油，大豆粕とあわせて考える必要がある。

国内の搾油産業が大豆油関税によって保

護され，搾油と同時に副製品として大豆粕

を生産し，その大豆粕が配合飼料原料とな

って飼料自給に貢献する現在の体制は維持

していく必要がある。食品産業と農業の利

害は必ずしも一致しないこともあるが，双

方が相まって一国の食料供給体制を形成し

ており，それぞれについて保護・育成を図

っていくことが重要である。これは，国内

搾油による安全・安心の確保や，国際分業

における付加価値の取り込みの観点からも

必要なことであろう。
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